
子どもの貧困対策の推進に関する法律案概要

目的

大綱の策定・基本的施策

子どもの貧困対策会議

施行期日等

○ この法律は、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困の状況にある子どもが
健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の機会均等を図るため、子どもの貧困対策を総合的に推進すること
を目的とする。

※ その他、基本理念、国の責務、地方公共団体の責務、国民の責務、法制上の措置等及び対策の実施の状況の公表について規定

○ 公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

○ 政府は、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その
結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

子どもの貧困対策会議（関係閣僚で構成）を設置する。

○ 政府は、子どもの貧困対策を総合的に推進するための大綱を定めなければならない。

○ 大綱では、子どもの貧困対策に関する基本的な方針、「教育の支援に関する事項」、「生活の支援に関する事項」、
「保護者に対する就労の支援に関する事項」、「経済的支援に関する事項」及び「調査及び研究に関する事項」を定める。

○ 都道府県は、当該都道府県における子どもの貧困対策についての計画を定めるよう努める。


